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御用初め式 

町の人 口 

（昭和61年1月31日） 

前月比較 

3,982 (-1 ) 

4,396 (+7 ) 

8,378 (+6 ) 

世帯数 2,739 (+2 ) 

男

女

計

 

新年を迎え決意も新たに 

昭
和
六
十
一
年
、
御
用
始
め
式
が
一
 

月
四
日
、
午
前
十
時
か
ら
約
一
時
間
行
 

わ
れ
ま
し
た
。
 

こ
の
日
、
町
議
会
議
員
、
町
職
員
、
 

及
び
学
校
関
係
者
な
ど
、
約
百
六
十
人
 

が
役
場
二
階
の
議
会
議
事
堂
に
集
ま
り
 

ま
し
た
。
 

ま
ず
、
新
年
の
歌
を
斉
唱
の
後
、
 

中
島
義
章
町
長
は
「
今
年
も
財
政
的
に
 

苦
し
い
年
に
な
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
が
 

一
丸
と
な
っ
て
、
方
城
町
の
た
め
に
が
 

ん
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
 
と
あ
い
さ
 

つ
、
続
い
て
、
原
田
政
幸
議
長
は
 
「
早
 

起
き
会
に
現
在
出
席
し
て
い
る
が
、
自
 

分
に
は
よ
い
精
神
修
養
に
な
っ
て
い
る
、
 

皆
さ
ん
に
押
し
つ
け
る
訳
で
は
な
い
が
、
 

何
事
で
も
自
分
が
よ
い
と
思
っ
た
事
は
 

継
続
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
、
ま
 

た
、
財
政
難
の
方
城
町
を
皆
さ
ん
の
力
 

で
建
て
直
し
て
欲
し
い
」
と
あ
い
さ
つ
 

が
あ
り
ま
し
た
。
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吹
雪
の
中
、
下
田
川
四
ケ
町
連
合
 

消
防
出
初
式
を
盛
大
に
開
催
 

横
な
ぐ
り
の
雪
が
降
る
中
、
下
田
川
 

四
カ
町
合
同
に
よ
る
、
消
防
出
初
式
が
 

一
月
五
日
午
前
九
時
三
十
分
、
赤
池
中
 

学
校
グ
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

こ
の
日
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
私
た
ち
の
 

生
命
と
財
産
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
総
勢
 

四
百
八
十
名
の
消
防
団
員
が
結
集
し
ま
 

五
日
の
最
底
気
温
は
氷
点
下
三
・
五
 

度
、
積
雪
二
移
、
日
中
で
も
最
高
気
温
 

が
氷
点
下
〇
・
二
度
し
か
上
が
ら
ず
、
 

こ
の
冬
初
の
真
冬
日
と
な
り
ま
し
た
o
 

（
い
ず
れ
も
飯
塚
測
候
所
調
べ
）
 

出
初
式
は
雪
の
グ
ラ
ン
ド
で
、
人
員
 

服
装
点
検
並
び
に
機
械
器
具
の
点
検
の
 

後
、
力
強
い
分
列
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
o
 

吹雪の中、全員服装点検を受ける消防団員 

表
彰
式
で
 

は
福
岡
県
知
 

事
表
彰
、
福
 

岡
県
消
防
協
 

会
長
素
彰
、
県
 

消
防
協
会
田
 

川
郡
支
部
長
 

表
彰
、
町
長
 

表
彰
が
行
わ
 

れ
、
方
城
町
 

で
は
江
口
清
 

（
部
長
）
き
 

ん
ほ
か
四
十
 

名
の
か
た
が
 

た
が
、
そ
れ
 

ぞ
れ
表
彰
を
 

受
け
ま
し
た
。
 

昭
和
五
十
九
年
度
 

普
通
会
計
決
算
に
つ
い
て
 

昭
和
五
十
七
年
度
に
財
政
再
建
準
用
 

団
体
の
指
定
を
受
け
て
、
早
く
も
三
年
 

昭和59年度普通会計決算の概要 

物件費2.3 

扶助費 

2.8 

普通建設費 

6. 6 

災害復旧費 

1. 5 
を
経
過
し
ま
し
た
。
 

昭
和
五
十
七
年
度
の
赤
字
額
二
十
一
 

食
ど
王
、
D
l
、
を
主
」
r
右
子
【
」
目
」
」
ノ
、
白
に
皿
》
、
ノ
、
お
、
什
】
ぐ
ノ
《
、
・
J

・r
・ 

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
表
彰
 

を
受
け
た
 

大
 
屋
 

菖
毒
男
さ
ん
 

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
国
 

婦
人
参
政
四
十
周
年
、
ま
ち
の
政
治
を
 

民
参
政
九
十
五
周
年
、
普
選
六
十
周
年
、
 

み
つ
め
よ
う
学
級
二
十
周
年
を
記
念
し
 

て
、
記
念
式
典
を
、
福
岡
県
庁
三
階
講
 

堂
で
午
前
十
時
か
ら
開
催
し
ま
し
た
。
 

式
典
は
関
係
者
が
約
五
百
名
出
席
、
 

ま
た
奥
田
県
知
事
ほ
か
数
名
の
来
賓
の
 

出
席
の
も
と
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
 

選
挙
関
係
者
表
彰
で
は
、
内
閣
総
理
 

大
臣
表
彰
ほ
か
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
方
 

城
町
か
ら
、
伊
方
八
幡
町
の
大
屋
万
寿
 

男
さ
ん
が
、
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
 

こ
の
表
彰
は
多
年
に
わ
た
り
、
明
る
 

い
選
挙
の
推
進
に
つ
く
さ
れ
た
功
績
に
 

対
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
。
今
後
増
 

々
明
る
い
選
挙
推
進
の
た
め
に
、
ご
活
 

躍
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
 

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
新
し
 

い
年
金
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
 

⑨
国
民
年
金
は
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
 

給
 

新
年
金
制
度
で
は
、
国
民
年
金
は
、
 

国
民
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
 

度
に
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
厚
生
年
 

金
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
期
間
 

が
あ
る
人
に
は
、
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
 

し
て
、
加
入
期
間
分
の
報
酬
比
例
の
年
 

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
基
礎
年
金
は
、
 

老
令
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
 

族
基
礎
年
金
の
三
種
類
で
、
加
入
者
一
 

人
一
人
に
、
自
分
の
年
金
と
し
て
支
給
 

さ
れ
ま
す
。
 

厚
生
年
金
保
険
、
共
済
年
金
に
加
入
 

し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
、
そ
の
奥
 

さ
ん
に
も
支
給
さ
れ
、
 
一
人
一
年
金
の
 

原
則
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

⑥
国
民
年
金
に
加
入
す
る
人
 

い
ま
ま
で
は
、
ほ
か
の
年
金
制
度
に
 

加
入
し
て
い
な
く
二
十
歳
以
上
六
十
歳
 

未
満
の
人
が
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
 

い
ま
し
た
が
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
か
 

ら
は
、
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
年
金
の
 

被
保
険
者
と
そ
の
奥
さ
ん
で
、
二
十
歳
 

以
上
六
十
歳
未
満
の
人
も
全
員
加
入
し
 

ま
す
。
そ
の
結
果
、
新
制
度
で
は
、
国
 

民
年
金
の
被
保
険
者
は
次
の
三
種
類
に
 

な
り
ま
す
。
 

第
一
号
被
保
険
者
 

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
農
業
、
自
 

営
業
者
な
ど
で
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
 

満
の
人
 

第
ニ
号
被
保
険
者
 

共
済
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
（
現
行
 

億
四
、
七
六
二
万
円
も
、
昭
和
五
十
八
年
 

度
に
、
一
億
三
、
七
一
九
万
二
千
円
、
 
昭
和
 

五
十
九
年
度
に
、
 
一
億
五
、
七
六
九
万
 

一
千
円
の
赤
字
解
消
を
行
い
、
昭
和
五
 

十
九
年
度
末
の
赤
字
額
は
、
十
八
億
五
 

二
七
三
万
七
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
o
 

今
後
共
、
財
政
再
建
の
道
は
厳
し
い
 

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
 

の
変
わ
ら
ぬ
御
支
援
と
、
御
協
力
を
お
 

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

タバコは町内で買いましょう 

タバコの消費税は 

方城町の大切な財源です 

の
船
員
保
険
も
含
む
）
の
被
保
険
者
 

第
三
号
被
保
険
者
 

共
済
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
 

険
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
、
二
〇
歳
以
 

上
、
六
十
歳
未
満
の
人
 

⑥
第
三
号
被
保
険
者
に
な
る
人
 

厚
生
年
金
保
険
、
共
済
年
金
の
被
保
 

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
で
、
 

二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
が
、
第
 

三
号
被
保
険
者
に
な
り
、
第
三
号
被
保
 

険
者
に
な
る
た
め
に
は
、
役
場
に
届
け
 

出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

現
在
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
 

る
方
に
は
、
す
で
に
社
会
保
険
庁
か
ら
 

届
出
用
紙
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
 

ま
だ
に
届
出
が
お
済
み
で
な
い
方
に
は
、
 

今
す
ぐ
役
場
へ
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
国
民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
て
い
な
 

い
奥
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
以
 

降
、
役
場
に
備
え
付
け
の
用
紙
で
、
届
 

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ニ
月
一
日
か
ら
印
鑑
「
登
録
」
と
 

「
証
明
」
の
方
法
が
か
わ
り
ま
す
 

印
鑑
証
明
書
は
実
印
（
登
録
印
鑑
）
 

わ
り
ま
す
。
 

な
し
で
も
ら
え
ま
す
。
 

▼
今
ま
で
は
 

現
在
の
印
鑑
登
録
は
切
替
（
更
新
）
 

」
印
鑑
証
明
が
必
要
な
場
合
、
本
人
の
 

を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

と
き
は
実
印
（
登
録
印
鑑
）
を
持
参
し
、
 

方
城
町
で
は
、
二
月
一
日
か
ら
事
故
 

他
人
に
依
頼
す
る
と
き
は
、
実
印
と
委
 

防
止
と
正
確
な
印
鑑
証
明
書
を
発
行
す
 

、
任
状
を
こ
と
ず
け
て
、
印
鑑
証
明
書
の
 

る
た
め
、
新
し
い
印
鑑
登
録
制
度
に
変
 

交
付
を
受
け
て
い
ま
も
た
が
 

▼
改
正
後
の
印
鑑
証
明
は
 

①
印
鑑
登
録
を
し
た
人
は
、
大
切
な
実
 

印
を
持
ち
歩
か
な
い
で
す
む
よ
う
に
、
 

「
印
鑑
登
録
証
」
と
い
う
手
帳
を
交
付
 

し
ま
す
。
 

こ
の
手
帳
に
は
、
本
人
の
登
録
番
号
 

が
記
載
し
て
あ
り
、
今
後
「
印
鑑
証
明
 

書
」
が
必
要
な
と
き
は
、
こ
の
手
帳
を
 

持
参
す
れ
ば
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
o
 

②
代
理
人
が
印
鑑
証
明
書
を
と
り
に
こ
 

ら
れ
る
場
合
、
代
理
人
の
認
印
と
手
帳
 

（
印
鑑
登
録
証
）
を
あ
ず
か
っ
て
く
れ
 

ば
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
 

（
こ
の
場
 

合
今
ま
で
の
よ
う
な
委
任
状
と
収
入
印
 

紙
は
不
要
で
す
。
）
 

③
「
印
鑑
証
明
書
」
は
、
登
録
さ
れ
て
 

い
る
印
鑑
を
複
写
（
コ
ピ
ー
）
し
て
発
 

行
し
ま
す
。
 

▼
切
替
え
登
録
手
続
き
が
必
要
な
人
 

現
在
、
方
城
町
に
印
鑑
登
録
を
し
て
 

い
る
人
や
、
 
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
印
 

鑑
登
録
さ
れ
た
人
が
、
二
月
一
日
以
降
 

引
き
続
き
登
録
を
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
 

い
は
、
印
鑑
証
明
が
必
要
な
人
は
、
切
 

替
え
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
 

ら
の
登
録
手
続
き
が
す
み
、
役
場
か
ら
 

「
印
鑑
登
録
証
」
と
い
う
手
帳
の
交
付
 

を
受
け
る
こ
と
が
「
切
替
え
手
続
き
」
 

で
す
。
も
し
、
こ
の
手
続
き
を
さ
れ
な
 

い
と
今
ま
で
の
登
録
は
無
効
と
な
h
J
ょす。 

そ
の
後
は
、
必
要
が
生
じ
た
時
点
で
 

新
規
登
録
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
 

り
ま
す
。
 

▼
登
録
で
き
な
い
人
 

o
満
十
五
歳
未
満
の
人
 

o
禁
治
産
者
 


